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石川自動車　株式会社

sigemori
石川県金沢市鞍月１丁目１－１　　[1730  1448]
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sigemori
金沢　太郎

sigemori
石川県金沢市広坂１丁目１－１　　[1730  4644]

sigemori
石川県金沢市入江３丁目１０１　　[1730  4997]
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石川自動車　株式会社
石川県金沢市鞍月１丁目１－１　　[1730 1448]
金沢　太郎

sigemori
住所の場合
印鑑証明と車検証の住所が違う場合、連続して繋がりのわかる、住民票もしくは戸籍の附票が必要です。

氏名の場合
氏名の変更されたことがわかる、戸籍の抄本が必要です。

法人の場合
上記と同様に、変更の証明ができる、登記簿登抄本が必要です。


sigemori
所有権解除や取得税が掛かる場合

使用者の現在の住所と氏名・名称が変わっている場合

所有者と同様に、変更されたことが証明できる原因のわかる書類（原因証書）が必要です。

sigemori
車検証の期限が切れていら、名義変更ができません。

有効期限が切れている場合は、車の運転をしてはいけません。
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金沢　太郎
石川県金沢市広坂１丁目１－１　　[1730
石川県金沢市入江３丁目１０１　　[1730
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【 所 有 者 欄 】

sigemori
【 使 用 者 欄 】
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【車検の有効期限】

sigemori

sigemori
下記にＦＡＸしてから、ご相談下さい。

石川県自動車登録・車庫証明申請送付センター
ＦＡＸ：076-291-7765　　ＴＥＬ：076-291-7552
Ｅ-mail：ishikawa@syako-net.com

sigemori
1730 1448]
1730 4644]
1730 4997]
住所の場合 
印鑑証明と車検証の住所が違う場合、連続して繋がりのわかる、住民票もしく 
は戸籍の附票が必要です。 
 
氏名の場合 
氏名の変更されたことがわかる、戸籍の抄本が必要です。 
 
法人の場合 
上記と同様に、変更の証明ができる、登記簿登抄本が必要です。 




